
須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 市は、須賀川市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震化対策を促進し、地震によ

る木造住宅の倒壊等の防止及び市民の安全、安心の確保を目的に、当該住宅を耐震改修する者

に対し、須賀川市補助金等の交付等に関する規則（昭和63年須賀川市規則第９号。以下「規則」

という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。  

(１) 耐震診断 須賀川市が実施した木造住宅耐震診断者派遣事業による耐震診断又は一般

財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法（改訂版）に定める一般診

断法又は精密診断法により地震に対する安全性を診断することをいう。  

(２) 耐震基準 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第３章及び第５章の４に規

定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第８条第

３項第１号に基づき国土交通大臣が定める基準（平成１８年国土交通省告示第１８５号。地

震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準）をいう。  

(３) 上部構造評点 建築物の各階、各方向について、保有耐力を必要耐力で除した値のうち、

最小のものをいう。 

(４) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的とし、次のアからウまでに掲げる工事

のいずれかに該当する工事をいう。 

ア 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満の住宅を１．０以上に

補強又は改修する工事をいう。 

イ 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が０．７未満の住宅を０．７以上１．

０未満に補強又は改修する工事をいう。 

ウ 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が０．７未満の住宅を地震時の倒壊

から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で、福島

県知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。 

(５) 現地建替工事 耐震診断の結果が上部構造評点１．０未満の住宅を解体し、同一敷地内

に耐震基準及び省エネ基準（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法

律第53号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準）を満たす住宅を

新築する工事をいう。 

(６) 道路 一般の通行の用に供している公道又は私道で、須賀川市地域防災計画において

指定する避難所又は避難場所の最も近い敷地出入口からの距離が、半径１ｋｍ以内に存する

ものをいう。 

(７) 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援独立行政法人住宅金融支援機構による高齢



者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。 

 

（補助対象住宅）  

第３条 補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、須賀川市内に存する木造

住宅で、次の要件の全てを満たすものとする。  

(１) 専用又は併用住宅（住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１以上のもの）

であるもの。 

(２) 工事の着手が昭和５６年５月３１日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等

により建築された地上階数が３以下のもの。 

(３) 建築基準法令に違反していないもの。 

(４) 耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの。  

(５) この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの。 

(６) 補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの。 

 

（補助対象者） 

第４条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件の全てを満たす者とする。 

(１) 個人であること。 

(２) 補助対象住宅の所有者（当該対象住宅が共有に係るものである場合には、当該共有者の

うちから選任された代表者１人をいう。）、賃借者又は購入予定者であること。 

(３) 市税を滞納していないこと。 

(４) 須賀川市暴力団排除条例（平成24年須賀川市条例第29号）第２条第３号に規定する「暴

力団員等」でないこと。 

 

（補助対象事業）  

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、木造住宅耐震改修事業と

し、補助対象住宅に対する耐震改修工事（耐震改修に伴い必要となる内外装工事等を含む。以

下同じ。）又は道路に面する現地建替工事とする。  

２ 前項に定める工事は、建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に規定する建築士の

資格を有する者の設計及び工事監理によるものとする。  

 

（補助金の額）  

第６条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用（以下「補助対象経費」という。）の５分の

４以内の額で次に掲げる工事の区分に従い、当該各号に定める額を限度とする。ただし、その

額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(１) 一般耐震改修工事 1,150,000円 

(２) 簡易耐震改修工事 690,000円 

(３) 部分耐震改修工事 690,000円 

(４) 現地建替工事 1,150,000円 



２ 前項の規定にかかわらず利子補給制度を利用する場合の補助金の額は、補助対象経費の５

分の２以内の額で次に掲げる工事の区分に従い、当該各号に定める額を限度とする。ただし、

その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(１) 一般耐震改修工事 575,000円 

(２) 簡易耐震改修工事 345,000円 

(３) 部分耐震改修工事 345,000円 

 

（補助金の交付申請添付書類等）  

第７条 規則第４条第１項に規定する申請書は、須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交

付申請書（第１号様式）とし、同条に定める関係書類は次に掲げるものとする。 

(１) 補助対象住宅の登記事項証明書 

(２) 須賀川市税の納付状況の調査に対する同意書（第２号様式） 

(３) 木造住宅耐震診断書又は結果報告書の写し  

(４) 案内図 

(５) 以下に掲げる図書（現地建替を除く） 

配置図、平面図（現況及び改修後又は建替後）、基礎伏図（基礎を補強する場合）、補

強計画図その他の補強又は建替方法を示す図書（計算書等含む）  

(６) 以下に掲げる評価書（現地建替を除く） 

耐震補強後の耐震診断の総合評価書（建築士の記名押印のあるもの） 

(７) 工事費見積書（補助対象経費その他の経費が判るもの）  

(８) 補助対象住宅の現況の全景を撮影した写真 

(９) 補助対象事業の設計及び監理を行う者の建築士免許の写し 

(10) 収支予算書（第３号様式） 

(11) 補助金の振込先通帳の写し 

(12) 耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書（第４号様式）（利子補給制度を利用

する場合） 

 

（利子補給制度利用対象証明書発行）  

第８条 規則第８条の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）が利子補給制度を利用する場合、補助事業者に対して耐震改修利子補給制度利用対象

証明書（第５号様式、第６号様式）を交付するものとする。 

 

（工事の着手）  

第９条 補助事業者は、速やかに当該通知を受けた事業（以下「補助事業」という。）に着手す

るものとする。 

 

（工事の中間確認）  

第10条 補助事業者は補助事業における主な耐震補強箇所を目視できる又は現地建替工事にお



いて耐震基準を満たすと確認できる時期に、須賀川市木造住宅耐震改修助成事業中間確認報

告書(第７号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。  

(１) 工事請負契約書の写し 

(２) 施工写真（着工から中間確認まで） 

(３) 建築確認済証の写し（建築確認申請が必要な場合） 

(４) 現地建替において耐震基準及び省エネ基準に適合することが確認できる書類の写し（建

築確認申請が不要な場合） 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合、まち共創課に属する検査員（以下「検査員」

という。）に補助事業が適切に行われているかどうか、速やかに検査させるものとする。  

３ 前項の規定による検査を行った検査員は、速やかに補助事業等中間確認検査復命書（第８号

様式）により復命するものとする。  

４ 市長は、第２項に規定する検査により不備が判明したときは、中間検査結果不備事項通知書

（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。この場合において、補助事業者が当

該指示に従わない場合には、そ者に対し補助事業の一時停止を命ずることができるものとす

る。  

 

（事業の変更又は中止）  

第11条 規則第11条第1項の規定により市長に補助事業変更（中止・廃止）承認申請書を提出す

るときは、次に掲げる書類を添えなければならない。  

(１) 変更する内容を表した図書等 

(２) 変更後の耐震診断の総合評価書（建築士の記名押印のあるもの）（現地建替を除く） 

(３) 変更工事見積書  

 

（実績報告）  

第12条 規則第17条第１項に規定する書類は次のとおりとし、補助事業の完了の日から起算し

て14日以内で補助金の交付決定があった日の属する年度の末日までに市長に提出しなければ

ならない。  

(１) 須賀川市木造住宅耐震改修助成事業実績報告書（第10号様式） 

(２) 工事費請求書又は領収書の写し 

(３) 工事写真（中間検査以降の施工中及び工事完了後の写真）  

(４) 工事監理報告書の写し 

(５) 検査済証の写し（建築確認申請が必要な場合） 

(６) 収支決算書（第11号様式）  

 

（補助金の額の確定）  

第13条 規則第18条第１項に規定する審査及び調査等は、第10条第２項に規定する検査員が行

うものとする。 

２ 前項の規定による完了報告検査を行った検査員は、速やかに補助事業等完了報告検査復命



書（第12号様式）により復命するものとする。  

３ 市長は、第１項の規定による完了報告検査により不備が判明したときは、完了検査結果不備

事項通知書（第13号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 

附 則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年６月１６日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第７条関係） 

須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付申請書 

年   月   日  

須賀川市長  

   〒    － 

住 所  須賀川市           

ふりがな 

申請者 氏 名                

電 話    （    ）      

須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり申請し 
ます。 

施 工 場 所  須賀川市 

床 面 積  

１階      ㎡ 

２階      ㎡ 

３階      ㎡  合計     ㎡ 

着工 

時期 
昭和  年  月 

耐震診断総合評点 

（改修後評点※） 

※現地建替は記入不要 

１階 Ｘ     （       ）、 Ｙ     （       ） 

２階 Ｘ     （       ）、 Ｙ     （       ） 

３階 Ｘ     （       ）、 Ｙ     （       ） 

工事の種別 一般耐震改修工事 ／ 簡易耐震改修工事 ／ 部分耐震改修工事 ／ 現地建替工事 

補助事業の経費 

所要額（消費税込）  

全体工事費   円  

補助対象経費 円  

補助金交付申請額      円 

工事予定期間 着工月日 年  月  日 完了月日 年  月  日 

中間確認予定月日 年   月   日 

設計・監理者 

建築士登録番号 

氏     名 

事務所登録番号 

事 務 所 名 

連  絡  先 

（  ）級建築士（     ）登録第      号 

 

（     ）知事登録第            号 

 

電話番号     （    ）     

施 工 業 者  
名称・代表者名 

連  絡  先 

 

電話番号     （    ）     

摘    要 

①補助対象住宅の登記事項証明書 

②須賀川市税の納付状況の調査に対する同意書（第２号様式） 

③木造住宅耐震診断書又は結果報告書の写し 

④案内図 

⑤以下に掲げる図書（現地建替を除く） 

配置図、平面図（現況及び改修後又は建替後）、基礎伏図（基礎を補強す

る場合）補強計画図その他の補強方法を示す図書（計算書等含む） 

⑥以下に掲げる評価書（現地建替を除く） 

耐震補強後の耐震診断の総合評価書（建築士の記名押印のあるもの） 

⑦工事費見積書（補助対象経費その他の経費が判るもの） 

⑧補助対象住宅の写真（現況の全景を撮影したもの） 

⑨建築士免許の写し 

⑩収支予算書（第３号様式） 

⑪補助金の振込先通帳の写し 

⑫【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書（利

子補給制度を利用する場合） 



第２号様式（第７条関係） 

 

 同 意 書 

 

年   月   日  

 

  須 賀 川 市 長   

 

 

申請者 住  所                      

 

ふりがな 

氏  名                      

 

生年月日                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  私は、須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付申請に伴い、須賀川市税の納付状況及び申告の

有無の確認のため、次の税目について税務担当課に照会することに同意します。 

 

【確認税目】 

市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

   １ 収入                                 （単位：円） 

 

 

 

２ 支出                                 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区   分 予 算 額 摘   要 

補助金   

自己資金   

   

計   

区   分 予 算 額 摘   要 

工事費  補助対象経費 

   

   

計   



第４号様式（第７条関係）

※内容を確認の上、該当箇所にチェックをご記入ください。

（書式適用日）令和○年○月○日

②
【リ・バース６０】の要件に合致しない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないこと。
【リ・バース６０】取扱金融機関の審査の結果、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないことがあること。

③
本申請に関する情報（申請者及び補助申請者の情報を含む。）は、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度及び補助事業等の
実施のために必要な範囲で地方公共団体と住宅金融支援機構が共有すること。

（地方公共団体使用欄）
受付欄

① 補助事業等の対象とならない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができないこと。

誓約事項

□
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用するに当たって、上記補助事業等の利用要件を満たしていることを誓約します。
現時点で合致していない要件につきましては、補助申請時には満たすことを誓約します。

提出書類（いずれかにチェック）

□ 本申請書提出時点で、補助申請書類は提出済みです。

□
本申請書提出時点では、補助申請書類を提出していないため、本申請書の提出と合わせて、補助対象であることを証明する資
料（補助申請書類）を提出します。
ただし、現時点では提出（取得）できない書類については、補助申請時に提出します。

承諾事項

□ 次の①から③までの全ての事項について承諾します。

補助申請者
氏名

（【リ・バース６０】のお申込人と補助事業の申請者が異なる場合のみ記載）

改修する住宅の所在地
（地名地番）

)

補助事業等名

) － ( )ＴＥＬ ( ) － (

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書

　【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度を利用するため、「【リ・バース６０】耐震改
修利子補給制度利用対象証明書」の発行を申請します。

※太枠内をご記入ください。

　 申請者
（【リ・バース６０】
のお申込人）

※【リ・バース６
０】のお申込人
が２人の場合
は、いずれかの
方がご記入くだ
さい。

氏　　名

フリガナ
押印
不要

住所 〒（ －

月 日

殿

年
（地方公共団体名）

申請日



第５号様式（第８条関係）

（書式適用日）令和７年○月○日

対象となる取扱金融機関が限定されていますので、ご利用に当たっては、機構ＨＰにて確認してください。

改修する住宅の所在地
（地名地番）

補助事業等名

連絡事項
※必要に応じ追記可

①

本証明書の金融機関提出用は、【リ・バース６０】のご契約時までに
取扱金融機関にご提出ください。ご提出されない場合、【リ・バース６
０】耐震改修利子補給制度をご利用いただけませんので、ご注意く
ださい。

③
本証明書の発行後、　【リ・バース６０】の融資を受けなくなった場合
又は　【リ・バース６０】の融資が不承認となった場合は、速やかに（地
方公共団体）までご連絡ください。

耐震改修工事費 円

②
本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができません。また、
その旨を取扱金融機関にご連絡ください。

補助事業交付決定額 　　　　円

日に提出された「【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度

利用対象証明書発行申請書」による申請につきまして、次のとおり【リ・バース６
０】耐震改修利子補給制度の利用対象となることを証明します。

発行日 発行番号年 月

年 月

日

（地方公共団体名）

印

殿

申請者用

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書
（融資申込者名）



第６号様式（第８条関係）

（書式適用日）令和７年○月○日

金融機関使用欄

受付欄 備考

③

本証明書の発行後、　【リ・バース６０】の融資をお客さまが辞退された場
合又は　【リ・バース６０】の融資が不承認となった場合は、その旨の通知
を申込者に対して発行いただき、速やかに住宅金融支援機構にご連絡
ください。

耐震改修工事費 円

②

本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の利用ができません。お客さま
からその旨の連絡があった場合は、速やかに住宅金融支援機構にご連
絡ください。

連絡事項
（融資申込者向け）
※必要に応じ追記可

連絡事項
（金融機関向け）
※必要に応じ追記可

補助事業交付決定額 　　　　円

改修する住宅の
所在地

（地名地番）

補助事業等名

①
本証明書は、【リ・バース６０】のご契約時までに取扱金融機関にご提出
ください。ご提出されない場合、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度
をご利用いただけませんので、ご注意ください。

日に提出された「【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度

利用対象証明書発行申請書」による申請につきまして、次のとおり【リ・バース６０】耐
震改修利子補給制度の利用対象となることを証明します。

発行日 発行番号年 月

年 月

日

（地方公共団体名）

印

金融機関提出用

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書
（融資申込者名）

殿



第７号様式（第 10 条関係） 

須賀川市木造住宅耐震改修助成事業中間確認報告書 

年  月  日  

 須賀川市長 

       申請者 住 所 

        氏 名            

 

     年  月  日付け須賀川市指令文書記号第  号で補助金の交付決定を受けた補助事業に

ついて、須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱第 10条第１項の規定に基づき、次のとおり

報告します。 

 

指 令 日   指 令 番 号   

施 工 場 所   須賀川市 

補助金の額                円 

工 事 期 間  着工月日   年  月  日 完了予定月日  年  月  日 

添 付 書 類  

①工事請負契約書の写し 

②施工写真（着工から中間確認までのもの） 

③建築確認済証の写し（建築確認申請が必要な場合） 

④現地建替において耐震基準及び省エネ基準に適合することが確認できる書類

の写し（建築確認申請が不要な場合） 

 

 

補助事業等の検査員指定 

上記補助事業に係る工事の遂行確認のため、検査を命ずる。 

                    

 建設部 まち共創課         職氏名 検査員             

  

 

 

 

 

 



第８号様式（第 10 条関係） 

 

補助事業等中間確認検査復命書 

補助金交付決定 

通 知 番 号 
第      号 

補助金交付決定 

年  月  日 
  年  月  日 

申 請 者 
 

建 設 時 期 
 

担当検査員 
 

検査年月日   年  月  日 

検 査 結 果  

 

上記のとおり検査結果を復命します。 

  年  月  日 

 

須賀川市長  様 

 

検査員          印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第９号様式（第 10 条関係） 

文書記号 第  号  

  年  月  日  

 

 （ 氏 名 ） 様 

 

須賀川市長          印  

 

中間検査結果不備事項通知書 

     年  月  日付けで提出のあった木造住宅耐震改修助成事業中間確認報告書を検査した結果、

下記の不備事項がありましたので通知します。 

 不備事項につきましては、速やかに改善し、報告願います。 

 

記 

 不備事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 10 号様式（第 12条関係） 

須賀川市木造住宅耐震改修助成事業実績報告書 

年  月  日  

 須賀川市長 

       申請者 住 所 

        氏 名            

 

     年  月  日付け須賀川市指令文書記号第  号で補助金の交付決定を受けた補助事業が

完了しましたので、須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱第 12条の規定に基づき、次のと

おり報告します。 

施 工 場 所   須賀川市 

補助事業の経費 

所要額（消費税込）  

全体工事費  円 

補助対象経費 円 

補助金の額  
既に通知を  

受けている額 
円 確定見込額  円 

完了年月日  年   月   日 

添 付 図 書  

①工事費請求書又は領収書の写し 

②工事写真（中間検査以降の施工中及び工事完了後のもの） 

③工事監理報告書の写し 

④検査済証の写し（建築確認申請が必要な場合） 

⑤収支決算書（第８号様式） 

軽微な変更  
 

 

工事完了の確認 

 この耐震改修工事は、須賀川市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱の規

定に基づき適正に施工されていることを確認しました。 

                            年  月  日  

（   ）級建築士（         ）登録 第         号 

 氏 名               印  

 

補助事業等の検査員指定 

上記補助事業に係る工事の遂行確認のため、検査を命ずる。 

                    

 建設部 まち共創課         職氏名 検査員             

 

 



第 11号様式（第 12条関係） 

 

収 支 決 算 書 

  

１ 収入                                 （単位：円） 

 

 

 

２ 支出                                 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 予算額 決算額 
比較増減 

摘 要 
増 減 

補 助 金       

自 己 資 金      

      

計      

区 分 予算額 決算額 
比較増減 

摘 要 
増 減 

工 事 費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計      



第 12 号様式（第 13条関係） 

 

補助事業等完了報告検査復命書 

補助金交付決定 

通 知 番 号 
第      号 

補助金交付決定 

年  月  日 
  年  月  日 

申 請 者 
 

建 設 時 期 
 

評  点 従前評点 
 

補強評点 
 

完了年月日   年  月  日 

担当検査員 
 

検査年月日   年  月  日 

検 査 結 果 

 

 

 

上記のとおり検査結果を復命します。 

  年  月  日 

 

須賀川市長  様 

 

検査員          印 

 

 

 

  



第 13号様式（第 13条関係） 

文書記号 第  号  

  年  月  日  

 

 （ 氏 名 ） 様 

 

須賀川市長          印  

 

完了検査結果不備事項通知書 

     年  月  日付けで提出のあった木造住宅耐震改修助成事業完了報告書を検査した結果、下

記の不備事項がありましたので通知します。 

 不備事項につきましては、速やかに改善し、報告願います。 

 

記 

 不備事項 

 

 

 

 

 


